
令和 6年度第 7回安塚区地域協議会 次第 

 

日時：令和 6年 11月 26日（火）午後 6時 00分から 

場所： 安塚コミュニティプラザ 3階 大会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 報告事項 

⑴ 令和5年度の「安塚雪だるま高原」における市の収支状況等について 【資料No.1】 

⑵ 令和 6年度冬期道路交通確保除雪計画について 【資料 No.2】 

 

 

３ 自主的審議事項 

 ⑴ 旧安塚中学校の利活用について 【資料 No.3】【資料 No.4】 

 

 

４ その他 

 ⑴ 次回開催   月  日（ ）午後  時  分から 

 

 

５ 閉 会 

 



令和 5年度の「安塚雪だるま高原」における市の収支状況等について 
 

１ 施設の概要（休止中の施設を除く主な施設） 
 ・キューピットバレイスキー場 

所 在 地  安塚区須川 4820番地 
設  置  平成 2年度 ※平成 11年度から公の施設として管理 
面  積  48ha（ゲレンデ） 

 
 ・棚田動植物公園 

所 在 地  安塚区須川 11584番地 
設  置  平成 15年度 

 
  ・ゆきだるま温泉「久比岐野」 

所 在 地  安塚区須川 2352番地 
設  置  平成 2年度 

   

２ 利用状況 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 
令和 5年度 

計 画 実 績 

キューピットバレイスキー場 55,181人 56,341人 66,220人 60,328人 

  
うちスキー場利用 54,600人 55,000人 60,000人 55,550人 

うちビレッジ宿泊 581人 1,341人 1,720人 1,340人 

棚田動植物公園 584人 697人 1,780人 544人 

 うちキャンプ宿泊 584人 697人 780人 367人 

ゆきだるま温泉久比岐野 7,218人 7,589人 10,000人 9,138人 

合  計 62,983人 64,627人 78,000人 70,010人 

 

３ 市の収支状況                        （単位：千円（④を除く）） 

区 分 令和 3年度 令和 4年度 
令和 5年度 

予算現額 実 績 

①収入 - 5,400 1,785 - 

②支出 

安塚雪だるま高原 

管理運営委託料 
33,897 47,844 37,893 33,847 

 
再算定による 

増減額※1 
10,797 17,485 - △4,046 

その他委託料 - 307 3,548 3,547 

備品購入費 - 8,811 - - 

エネルギー価格高騰 

補填金※2 
- 7,355 10,564 6,751 

令和 6年能登半島 

地震損害補填金※3 
- - 12,827 6,631 

その他 1,058 3,847 159 149 

雪国文化村リゾート

推進事業 
106,659 99,619 720,240 235,421 

合計 141,614 167,783 785,231 286,346 

③公費投入額（②－①） 141,614 162,383 783,446 286,346 

④利用者 1人当たりの 

公費投入額（単位：円） 
2,248 2,513 10,044 4,090 

※1 新型コロナウイルス感染症の影響等があった指定管理施設について、収支実績に基づき指定管理

料を再算定し、増減した額 

※2 エネルギー価格の高騰に伴い、電気及び都市ガス料金が急激に上昇していることから、協定に基

づき増加分を補填したもの 

※3令和 6年能登半島地震の影響による損害の協議申し入れがあった指定管理施設について、損害額

を算定し補填したもの 

資料 No.１ 



４ 令和 5年度の主な取組等について 

 
○指定管理者（株式会社スマイルリゾート）による収支改善等の取組 
【夏期営業】 

  越後田舎体験の受入れを積極的に行い、7校を受け入れたほか、アウトドア初心者向けの宿泊

プランを販売するなど、キューピットビレッジ利用客の増加による収支改善を図った。 

【冬期営業（スキー場営業）】 

・「大人のソリ遊び」や「Old Style day」などのイベント開催や、ツリーランエリアやキッズパ

ークの設置などにより集客増加に取り組んだ。 

・また、物価高騰に対応するため一部リフト券やレストランメニュー等の価格を見直すなど、収

益確保に向けた取組を行った。 

 

○インクルーシブ野外活動推進事業  3,547 

 ・インクルーシブ野外活動は、ハンディキャップを持つ人も家族や友人と同じ野外活動の機会と

時間を楽しむことができるように工夫する取組である。令和 5年度は、インクルーシブ野外活

動の専門知識や技術を持つ指導員の養成講座を行い、14人が修了した。 

・また、学校スキー授業における実証事業として、令和 4年度からの継続 2校、新規 2校を受け

入れ、支援を必要とする児童がクラスメイトと一緒に授業を受けることができる体制づくりに

努めた。 

 



 

 

 

 

令和６年度  

冬期道路交通確保除雪計画書 

 

 

 

上 越 市

資料№２
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1. 除雪基本方針 
当市は、県内でも降積雪が多い地域であり、昭和 36年の豪雪を契機に制定された「豪

雪地帯対策特別措置法」において市内全域が豪雪地帯に、さらに昭和 45年に特別豪雪地

帯の指定に関する改正が行われ、現在では市域のほぼ全域が特別豪雪地帯に指定されてい

ます。 

本計画は、令和 4年 12月に策定した「上越市第 7次総合計画 令和 5年度～令和 12年

度」に基づき、市民の日常生活や経済活動を維持するため、国・県及び関係機関と連携を

図るとともに、市民の自助、共助による積極的な協力を得ながら、効率的かつ効果的な除

雪作業を実施し、円滑な冬期間の道路交通と安全な歩行空間の確保に努めることを基本方

針とします。 

なお、異常降雪時においては、除雪路線区分に基づく除雪の優先順位により、まずは幹

線道路の通行確保を最優先とし、地域の生活や社会経済活動の影響を最小限に抑えなが

ら、迅速な除排雪作業を進めます。 

また、地域ぐるみの共助による除雪体制を促進し、市民協働による「雪につよいまちづ

くり」を推進し、持続可能な克雪体制の構築を進めていきます。 

 

2. 体制 
12月 1日から翌年 3月 31日までの間、上越市除雪対策本部を設置し、除雪・雪害対策

等に係る連絡調整を図り、113事業者へ除排雪業務を委託して冬期間の円滑な道路交通を

確保するとともに雪に起因する災害の防止に努めます。 

また、異常降雪が見込まれる場合に高田河川国道事務所に設置される「冬期道路交通確

保情報連絡本部」の構成員として、関係機関との情報の収集・共有を図るとともに、市民

に対して積極的な情報発信を行います。 

なお、異常降雪時には、積雪状況や道路状況等を把握し、適切かつ円滑な除排雪作業を

進めるため、コールセンターの設置や道路パトロールを充実するなど、除雪対策本部の体

制強化を図り、除雪作業の迅速化に努めます。 

災害対策本部が設置された場合は、その指揮下に入ります。 
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3. 除雪実施計画 

3-1 車道除雪 

令和 6年度の当市の車道除雪延長は、約 1,770kmになります。これは高速道路で、青

森市から熊本市までの距離に相当します。 

通常の除雪は、広い範囲を限られた時間で行う必要があることから、道路脇に雪をか

き分ける除雪ドーザでの除雪を基本としており、玄関前や車庫前に残る雪の処理は、市

民の皆さんにお願いしています。また、降雪量が多く、道路脇に雪壁ができる中山間地

域では、ロータリ除雪車での除雪も行います。 

① 除雪路線 

都市の骨格をなす幹線道路から生活道路（通勤・通学道路）まで、機械除雪が可能

な路線を除雪します。 

② 除雪延長 

令和 6年度の車道除雪延長の内訳は、次のとおりです。 

車道除雪延長の内訳                                        （単位：km） 

 

地区名 特1種 1種 2種 3種 計 市道延長 除雪率

合併前上越市 119.53 149.39 416.00 108.12 793.04 967.46 82.0%

安塚区 0.75 6.46 43.58 20.40 71.19 191.81 37.1%

浦川原区 0.00 13.52 52.47 7.47 73.46 132.89 55.3%

大島区 0.00 12.34 19.43 1.17 32.94 93.76 35.1%

牧区 0.00 14.67 28.23 27.58 70.48 134.66 52.3%

柿崎区 8.82 43.94 28.98 44.01 125.75 175.58 71.6%

大潟区 3.77 22.95 40.21 14.69 81.62 149.57 54.6%

頸城区 7.30 47.39 47.89 4.08 106.66 177.59 60.1%

吉川区 0.77 25.03 36.97 23.28 86.05 149.83 57.4%

中郷区 0.00 20.34 11.74 11.45 43.53 95.24 45.7%

板倉区 0.00 26.98 65.36 4.42 96.76 199.77 48.4%

清里区 2.99 18.18 19.25 8.96 49.38 153.65 32.1%

三和区 1.87 27.22 30.55 40.48 100.12 129.41 77.4%

名立区 0.00 20.07 11.24 8.68 39.99 81.91 48.8%

合計 145.80 448.48 851.90 324.79 1,770.97 2,833.13 62.5%
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③ 除雪路線区分 

道路除雪は次頁の「車道除雪路線区分表」のとおり路線の優先順位を規定し、効率

的な道路の除排雪作業を実施することで、道路交通の確保を図ります。 

異常降雪により、通行不能路線が広域的に多数同時発生した場合は、大雪災害と位

置づけ、優先順位に基づき除雪作業を行います。 

 

除雪路線イメージ図 
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車 道 除 雪 路 線 凡 例

特1種路線
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車道除雪路線区分表 

区 分 

優

先

順

位 

路 線 

除雪目標 

通常時 異常降雪時※2 

特

１

種

路

線 

重点

路線 
１ 

・救急指定病院や消防署周

辺など、緊急車両が頻繁に

通行する路線 

・上越妙高駅周辺道路や車

両が集中する市街地の道

路で高水準の除排雪管理

が必要な路線 

必要な幅員※1を終

日確保する。 

通常時の除雪目標を

原則とするが、片側 1

車線以上の先行除雪

により通行を最大限

確保する。 

幹線

路線 
２ 

・国道、県道と接続し同程度

の交通量がある路線（都市

計画道路等） 

・学校、公共施設及び主要バ

ス路線など地域内の幹線

道路として機能する路線 

通常時の除雪目標を

原則とするが、片側 1

車線の先行除雪によ

り通行を最大限確保

する。 

圧雪等により、通行

に支障が生じる場合

や夜間の通行に支障

が出る場合がある。 

１種路線 ３ 

・国道、県道及び幹線道路と

接続し、朝夕の交通量の多

い路線 

・通学路などで道路交通の

確保が特に必要な路線 

・集落間を結びその路線を

確保しなければ交通が遮

断される路線 

必要な幅員確保を

原則とする。 

車 1 台分の幅員確保

と必要に応じ、待避

所の確保を原則とす

る。 

圧雪等により、通行

に支障が生じる場合

や夜間の通行に支障

が出る場合がある。 

２種路線 ４ 

・県道及び１種路線に接続

し、地区内の主要道路であ

り、地区内住民の他にも利

用が見込まれる路線 

車 1 台分の幅員確

保と必要に応じ、

待避所の確保を原

則とする。 車 1 台分の幅員確保

を原則とする。 

一時通行不能になる

場合がある。 
３種路線 ５ 

・住宅地の生活道路で交通

量が少なく、主に地区内住

民が利用する生活道路 

車 1 台分の幅員確

保を原則とする。 

※１ 必要な幅員とは原則、路肩の白線までとする。 

※２ 異常降雪時とは、目安として５０ｃｍ／２４ｈ程度以上の降雪の時とする。 
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④ 除雪出動判断基準 

ア 通常降雪時 

除雪時間帯において下表の路面積雪深に達した場合、除雪目標に沿った除雪を行

います。 

ただし、当該路線の日中の混雑度や今後の気象予報及び従前の除雪状況等によ

り、基準に達しない場合でも出動する場合があります。また、早朝除雪に備える必

要があることから、可能な限り夜間除雪は控え、早朝除雪で午前７時までの作業完

了を目指します。 

なお、朝方近くの降雪の場合には、除雪の終了が遅延する場合があります。 

 

除雪出動判断基準表 

通常降雪時の除雪出動判断基準は、積雪量に応じ、下記の表のとおりとします。 

  早朝除雪 

※ 

日中除雪 

※ 

夜間除雪 

除雪時間帯 0:00～7:00 8:30～17:00 20:00～24:00 

特

１

種

路

線 

重点路線 

10cm 以上 10cm 以上 10cm 以上 

幹線路線 

１種路線 

10cm 以上 

15cm 以上 

または 10cm 以上で本部が必要 

と判断した場合 

15cm 以上 

かつ本部が必要

と判断した場合 

２種路線 

３種路線 

※ 通勤通学及び帰宅時間の渋滞を考慮し、上記網掛けの時間帯は原則除雪作業を休止する。なお、上越妙高駅周

辺道路については、上記の判断基準のほか、北陸新幹線の発着時刻を考慮し、除雪を行うこととする。 
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イ 異常降雪時    

異常降雪時は、除雪の出動判断基準となる路面積雪深によらず除雪の早期着手を認

めるとともに、迅速な除雪完了を目指し、除雪時間帯によらない連続した除雪を実施

します。 

〇 優先順位 

１ 特 1種路線の除雪・拡幅 

２ 1種路線の除雪 

３ 2種、3種路線の除雪 

４ 通学路の歩道除雪 

５ 1種路線の拡幅 

６ 2種、3種路線の拡幅 

７ 通学路以外の歩道除雪 

８ 狭隘道路の除雪 

 

※ 車道除雪を優先しますが、歩行空間の確保も含めた除雪を行うこととする。 

※ 歩道除雪については、児童・生徒の安全を確保するため、原則、通学路の除雪を優

先的に行うこととする。 

※ 各路線の除雪目標については、４頁記載の「異常降雪時」及び１０頁記載の「イ 

異常降雪時」に基づき作業を行うこととする。 

また、気象状況（連続降雪など）や道路状況（圧雪の成長など）を勘案し、除雪対

策本部から除雪事業者に作業内容や除雪時間帯等を指示します。 
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ウ 概ね 3月以降 

路面積雪深が 10cmに達しているが、雪が降り止んでおり今後も降雪の気象予報が

ない場合や、融雪期で日照等による自然融雪が期待できる場合は、除雪機械の出動を

見合わせます。 

 

⑤ 拡幅作業 

  除雪により道路の幅員が狭くなり、今

後の降雪で除雪路線区分に掲げる幅員を確

保することが困難と見込まれる場合には、

道路脇に雪を積み上げる拡幅作業を実施し

ます。 

 

 

 

⑥ 排雪作業 

堆雪により拡幅作業が困難となり、今後

の降雪状況により著しく交通障害が生じる

おそれがある場合には、排雪作業を実施し

ます。 

また、歩道のない車道において、歩行空

間が著しく損なわれる場合や除雪により見

通しが悪くなった交差点、堆雪により幅員

が狭くなったアンダーパスについても排雪

作業を実施します。 

その他、異常降雪等により、交通障害が生じると見込まれる場合においては、上記

にかかわらず、先行して排雪を行います。 
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⑦ 凍結防止剤散布 

橋梁や急勾配箇所のほか、交通量が多い路線を中心に低温注意報の発令や最低気

温がマイナス 2度以下に達した場合を目安に、凍結防止剤を散布します。 

 

⑧ 地吹雪時の対応 

地吹雪の危険箇所については、事前に市のホームページや注意看板の設置により周

知を行います。また地吹雪予測時には道路パトロールを行い、状況に応じ外出を控え

ていただくよう、市のホームページなどで周知を行います。 

なお、地吹雪発生により、通行に危険がある場合は、関係機関及び地元関係者と連

携を図り、吹き溜りの除去や一時的な通行止め等の対応をとります。 
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3-2 歩道除雪 

令和 6年度の当市の歩道除雪延長は、約

161kmになります。 

通常の歩道除雪作業は、幹線道路や公共

施設などで歩行者の多い歩道及び児童生徒

が多く通る通学路を中心に、小形除雪車な

どにより行います。一方、幅員が狭い歩道

や歩道がない通学路などは、車道を拡幅す

ることで歩行空間の確保に努めます。 

 

① 除雪路線 

国道や県道の管理者及び地元関係者と連携を図り、通学路や病院、利用者が多い公

共施設周辺の歩道で、機械除雪が可能な幅員を有する歩道（原則として幅員 2ｍ以

上）を除雪します。 

 

② 除雪延長 

令和 6年度の歩道の除雪延長は、次のとおりです。 

歩道除雪延長                                 （単位：km） 

 

 

地区名 早朝 日中 計 歩道延長 除雪率
合併前上越市 109.59 3.5 113.09 191.85 58.9%

安塚区 2.27 0 2.27 9.82 23.1%
浦川原区 1.23 0 1.23 2.82 43.6%
大島区 0 0 0 0.22 0.0%
牧区 0.05 0 0.05 1.14 4.4%

柿崎区 2.35 0 2.35 6.72 35.0%
大潟区 1.2 2.66 3.86 13.08 29.5%
頸城区 9.66 0 9.66 27.81 34.7%
吉川区 3.62 0 3.62 7.32 49.5%
中郷区 0.98 0 0.98 3.49 28.1%
板倉区 6.02 0 6.02 7.35 81.9%
清里区 5.73 0 5.73 8.23 69.6%
三和区 11.02 0 11.02 15.38 71.7%
名立区 0.75 0.67 1.42 1.63 87.1%
合計 154.47 6.83 161.3 296.86 54.3%
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③ 除雪出動判断基準と除雪目標 

ア 通常降雪時 

    歩道上の積雪深が、早朝除雪は 10㎝、日中除雪は 15㎝に達した場合、歩道除雪

を実施し、安全な歩行空間の確保に努めます。 

イ 異常降雪時 

   異常降雪時には、車道除雪を優先するため、一時的に歩道を雪置き場とする場合

があります。その際は、可能な限り車道を拡幅除雪することで歩行空間の確保に努

めます。 

   また、車道の通行確保後に歩道除雪を開始する場合、両側歩道の除雪箇所では広

域な歩行空間の早期確保を図るため、一時的に片側の歩道除雪を行います。 

 

④ 排雪作業 

   堆雪が多くなり機械除雪が困難な路線及び箇所については、車道の排雪に併せ、歩

道の排雪を実施します。 

 

 

 

  

※ 歩道がない道路は、車道の

拡幅除雪により歩行空間を確

保します。 
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3-3 狭隘道路（日中）除雪 

道路の幅員が狭く（おおむね 4ｍ未満）通常の除雪機械（除雪ドーザ）が入ることが

できない道路、又はかき分け除雪した雪を路肩に置くと車１台分の幅員確保ができない

道路は、小形除雪車による除雪を行います。 

このような道路は、地域の皆さんの協力のもと雪置き場の確保など一定の条件が整っ

た場合に、早朝除雪終了後の日中に除雪を行います。 

① 除雪路線 

小形除雪車が入る幅員を有している市道について、雪置き場の確保及び除雪時間を

日中にすることなど、地域の協力が得られた場合に限り除雪を行います。なお、路線

によっては歩道除雪と一連で作業することが効率的と判断した場合には、早朝に除雪

作業を行います。 

② 除雪延長    （単位：㎞） 

 

③ 除雪出動判断基準と除雪目標 

ア 通常降雪時 

 早朝除雪の終了後、個々の道路状況に応じて出動します。 

イ 異常降雪時 

 車道及び歩道除雪の作業終了後、個々の道路状況に応じて出動します。 

④ 排雪作業 

   堆雪により雪置き場にこれ以上雪を置けない場合、排雪のためのダンプトラックが

乗入れできる路線については、排雪作業を実施します。 

 

地区名 延長

合併前上越市 17.85

牧区 0.14

頸城区 0.17

吉川区 1.14

中郷区 0.10

板倉区 2.41

清里区 3.58

三和区 1.28

合計 26.67
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3-4 除雪事業者数 

項 

目 

除雪事業者数（者） 

合

計 旧

市 

安

塚 

浦

川

原 

大

島 
牧 

柿

崎 

大

潟 

頸

城 

吉

川 

中

郷 

板

倉 

清

里 

三

和 

名

立 

令和 

6 年度 
42 6 5 5 7 5 7 13 2 5 5 2 4 5 113 

令和 

5 年度 
43 6 5 5 7 5 8 13 2 5 5 2 4 5 115 

増減 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -2 

 

3-5 除雪機械台数 

項 

目 

車道除雪 歩道除雪 凍結防止 

合

計 

除雪ドーザ 

（台） 

ロータリ 

除雪車（台） 

ロータリ除雪車・ 

小型除雪機（台） 

散布車 

（台） 

貸

与 

委

託 

借

上 

小

計 

貸

与 

委

託 

借

上 

小

計 

貸

与 

委

託 

借

上 

小

計 

貸

与 

委

託 

借

上 

小

計 

令和 

6 年度 
118 234 305 657 53 11 43 107 46 20 51 117 3 2 0 5 886 

令和 

5 年度 
121 233 290 644 53 11 43 107 46 18 50 114 3 1 0 4 869 

増減 -3 1 15 13 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 1 17 
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4. 消融雪施設 
 当市の除雪は機械除雪を基本としていますが、幹線道路や積雪が多い地域、又は家屋連

担地域の市道の一部に、消雪パイプや流雪溝などの消融雪施設を設置しています。 

 この消融雪施設は、毎年 12月から確実に効果を発揮するよう降雪前点検を実施しま

す。 

 なお、消雪用地下水の揚水量が増加し地盤沈下が進行するおそれがあると認められた場

合においては、新潟県の条例により合併前上越市を中心とする地下水揚水規制区域内で、

注意報や警報が発令されます。この場合、地下水の節水や削減対策のため、消雪パイプの

運転に制限をかける場合があります。 

 また、異常降雪等により消雪能力を上回る降積雪量となった場合において、機械除雪が

可能と判断できる箇所については、機械除雪を実施します。 

4-1 消雪パイプ  

①  消雪パイプ延長 

   令和 6年度の消雪パイプ延長は、次のとおりです。 

                                           (単位：km) 

合併前 
上越市 

柿崎区 大潟区 頸城区 中郷区 板倉区 清里区 三和区 合計 

25.22 1.63 0.98 0.52 22.21 12.01 9.03 1.69 73.29 

※ 市が管理している消雪パイプは融雪用電力を使用しているため、降雪にかかわらず午

後 2時から 3時と午後 4時から 5時の 1日 2回散水を休止する。 

② 消雪施設の集中管理 

合併前上越市、三和区及び頸城区では、降雪状況に応じて運転を制御する消雪パイ

プ集中管理システムを導入し、地下水揚水量の削減を図り、地盤沈下の防止に努めて

います。 
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4-2 流雪溝 

①  流雪溝延長 

令和 6年度の流雪溝延長は、次のとおりです。 

                            (単位：km) 

合併前 
上越市 

浦川原区 柿崎区 中郷区 合計 

11.12 0.63 0.53 5.06 17.34 

※ 河川水を利用するため、水位が低い場合には運転できない場合がある。 

② 流雪溝の管理・運転 

市は、流雪溝が設置されている町内会に主体的な揚水ポンプの管理・運転を行いた

だくため、流雪溝ポンプの操作管理を委託しています。 

 

5. 雪捨て場 
 市民の方も利用できる雪捨て場を、積雪状況に応じて開設します。 

雪捨て場は広い敷地が必要であり、融雪水の処理やダンプトラックの騒音などを考慮し

て河川敷などに開設します。なお、開設場所及び時期は市のホームページなどで事前に周

知します。 

 異常降雪が予測される場合は、雪捨て場を迅速に開設または増設し、排雪作業の効率化

を図ります。 
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6. 市民への情報提供と協力依頼 
道路除雪を円滑に行うため市民の皆さんに情報提供を行うとともに協力を依頼しま

す。 

6-1 道路除雪に対する情報提供 

○ 降雪期前に、地区別の町内会を対象とする除雪会議や町内会長会議等を通じて、地

域の協力と除雪事業に対する理解を深めます。 

○ 広報上越に道路除雪に対する協力依頼事項を掲載し、市民の皆さんに協力を求め     

ます。 

○ 市ホームページで、除雪車の出動状況や降雪予報などを提供します。なお、市ホー

ムページにアクセスが集中しても、除雪車の出動状況を快適に閲覧できるよう除雪管

理システムの改修を行いました。 

○ 地吹雪対応では、地吹雪発生予想箇所を市ホームページなどで周知します。 

 

 

6-2 道路除雪に対する協力依頼事項 

○ 車両の適切な駐車 

除雪作業の妨げになる路上駐車や歩道を占有する駐車はしないでください。 

○ 樹木や消雪施設の適切な管理 

樹木や乗入用鉄板が道路に出ていると重大な事故を引き起こすおそれがあります。

また消雪用ビニールホースは絶対に道路に出したままにしないでください。 

○ 作業中の除雪車に近づかない 

除雪作業中は運転席からの見通しが悪く、事故に巻き込まれる危険がありますの

で、除雪車には絶対に近づかないでください。 

○ 敷地内から道路への雪出し禁止 

敷地内から道路へ雪を出すと通行が妨げられ、渋滞や事故発生のおそれがありま

す。敷地内の雪は道路に出さないでください。なお、屋根の雪下ろしでやむを得ず道

路に雪を下したときは速やかに片付けるようにお願いします。 
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○ 急な降雪や暴風雪に備えた準備 

車の立ち往生やスリップ事故は除雪作業を遅らせる原因のひとつです。初雪が早い

山間地域などは、スノータイヤの早めの装着をお願いします。 

 また、暴風雪時に外出する場合は気象情報等に注意し十分な装備をお願いします。 

○ 玄関前・車庫前の雪処理 

除雪車は道路脇に雪をかき分けて除雪します。玄関前や車庫前に残る雪は、各家庭

や地域で助け合いながら処理していただくようお願いします。また、暴風雪時に外出

する場合は気象情報等に注意し十分な装備をお願いします。 

○ 農業用水路(用水路・排水路)への投雪禁止 

   農業用水路へ捨てられた雪が原因で水路をふさぎ、下流の住宅地等が浸水するおそ

れがあります。農業用水路へ投雪しないようお願いします。 

○ 道路に接している危険箇所の目印表示 

   除雪作業上危険な箇所、建物や塀が道路に接している箇所、衝突や損傷のおそれの

ある箇所等については、降雪前に各戸で目印となるポールや赤い布等を設置するよう

お願いします。 

 

6-3 大雪災害時の協力依頼 

○ 不要不急の外出自粛 

大雪時は、道路の通行止めや車両の立ち往生、公共交通機関の遅延や運休が発生す

ることがありますので、不要不急の外出を控えていただくようお願いします。 

○ 外出時の注意 

緊急に自動車で外出しなければならない場合は、最新の気象情報及び道路交通状況

を確認し、自らが交通障害の原因者にならないよう、幅員の狭い道路や抜け道など走

行困難となるおそれのある道路は避け、比較的幅員の広い道路を優先し通行するな

ど、最大級の警戒をお願いします。 

○ 地域による除雪 

生活道路の通行不能を解消するまで 1週間以上要した実態がありますので、安全確

認を十分に行いながら、地域でも生活道路の除雪にご協力くださいますようお願いし

ます。 
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7. 関係機関等との連携 
道路除雪に当たっては、国県等の道路管理者などと連携・協力、情報の共有化を図り、

効率的な除雪作業を行います。 

① 除雪実施路線の相互乗り入れ 

道路管理者同士の連携を図り、同一路線上で道路管理者が違う路線などについて

は、除雪が効率よく行える除雪事業者にその除雪路線を委託します。 

② 除雪機械の相互使用 

異常降雪時において、効率的な除雪を緊急に行う必要がある場合は、異なる道路管

理者が管理している除雪機械を相互に使用できる体制を整えます。 

③ 情報連絡本部の設置 

上越地域において、気象予報により急激な異常降雪等により道路交通に多大な影響

が見込まれる場合に、国土交通省、新潟県、上越市、妙高市、糸魚川市、東日本高速

道路(株)、新潟県警察、陸上自衛隊及び上越地域消防局の各関係機関が道路交通の確

保を図るため、冬期道路交通確保情報連絡本部が設置され連携を図ります。 

④ 異常降雪時における連携 

異常降雪により、除雪事業者が担当するエリア内で除排雪作業の遅延等が生じる恐

れがある場合には、担当除雪事業者以外の除雪事業者に応援除雪を行うほか、緊急的

に委託契約を締結していない事業者にも除排雪作業の協力を求め、交通障害の早期解

消に努めます。  

情報の伝達 

情報の一元的収集・共有 

連絡調整・協議 

カメラ情報 

(各機関) 
除雪情報 

(道路管理者) 

その他の情報 

(各機関) 

ＶＩＣＳの情報 

(新潟県警) 

現場作業 

ドライバー

地域住民 

各関係機関：国土交通省高田河川国道事務所、新潟県上越地域振興局、新潟県糸魚川地域振興局、上越市、妙

高市、糸魚川市、東日本高速道路㈱上越管理事務所、高速道路交通警察隊上越分駐隊、上越警察

署、妙高警察署、糸魚川警察署、陸上自衛隊高田駐屯地、上越地域消防局 

上記の各関係機関 

情報連絡本部 
高田河川国道事務所に設置 

各関係機関から 

現場へ作業指示 
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8. 雪関係の支援制度 

8-1 小型除雪機購入費補助金 

市では地域の共助による除雪を推進するため、狭隘な市道や私道の除雪のほか、高齢

者宅前などの雪処理を地域が共同で行うことを条件に、小型除雪機の購入費の一部を補

助します。 

① 対象者 

市道、又は私道の除雪を共同で行う原則 5戸以上の団体（共同で除雪できる範囲に

5戸以上ない場合は、5戸未満であっても補助対象になる場合もあります。） 

② 支援内容 

小型除雪機の購入費の 40％以内で、１台につき 80万円が上限（申込件数によって

は、全ての要望に対応できない場合があります。） 

③ 対象となる小型除雪機 

新品の除雪機で、機関出力が 13馬力級以上 

 

8-2 市道除雪作業報償金 

除雪路線に指定していない市道において、共助による除雪体制を維持するため、除雪

作業を行う町内会へ報償金を支給します。 

①  対象者 

    町内会、町内の組、班 

②  対象路線 

除雪路線に指定していない市道 

③  報償金の額 

除雪延長 1ｍあたり 1回 50円 

④  除雪作業方法 

普通自動車 1台が通行可能な程度に、小型除雪機や消雪パイプ等を使用して雪を

除去する作業（単価は統一） 
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8-3 緊急除雪作業報償制度 

異常降雪時※に事前登録した団体が緊急的に市道除雪を行った経費の一部を報償金と

して支給します。 

※異常降雪時とは・・・大雪災害対策本部が設置されている期間のうち、除雪事業者

による市道除雪が一時的に困難となった場合等とします。 

 

①  対象者 

    事前登録を行った町内会、町内の組、班 

②  対象路線 

30ｍ以上の市道（車道のみ） 

③  報償金の額 

除雪機械借上費 10,000円（除雪幅 1,000ｍｍ以上の仕様の場合 15,000円） 

除雪延長 1ｍあたり 40円（燃料費） 

除雪延長 1ｍあたり 50円（労務費） 

1期間あたり 1団体 5万円を上限とします。 
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【 上越市 市道 】 

上越市除雪対策本部 
（道路課雪対策室） 

代表：025-526-5111 

F A X：025-526-3525 

 

頸城区総合事務所 

 代表：025-530-2311 
三和区総合事務所 

 代表：025-532-2323 
名立区総合事務所 

 代表：025-537-2121 

 
浦川原区総合事務所 
（建設グループ） 

 代表：025-599-2301 

  F A X：025-599-2225 

 

安塚区総合事務所 

 代表：025-592-2003 

大島区総合事務所 

 代表：025-594-3101 

 
柿崎区総合事務所 
（建設グループ） 

 代表：025-536-2211 

  F A X：025-536-2227 

 
大潟区総合事務所 

 代表：025-534-2111 

吉川区総合事務所 

 代表：025-548-2311 

 
板倉区総合事務所 
（建設グループ） 

代表：0255-78-2141 

F A X：0255-78-3984 

 

 

 

 

 

 

 
【 国  国道8号・18号 】 

北陸地方整備局  

高田河川国道事務所 

 025-523-3136 

国土交通省高田河川国道事務所  

直江津維持出張所 

025-525-7724 

 

【 県 県が管理する道路】 

新潟県上越地域振興局 

地域整備部維持管理課 

直通：025-526-9653 

新潟県上越地域整備部  

上越東維持管理事務所維持管理課 

 直通：025-592-3655 

 

【 高速道路 】 
東日本高速道路 

上越管理事務所 

025-522-1141 

 

【 警察関係 】  
上越警察署  

025-521-0110 

妙高警察署 

 0255-72-0110 

 

【 消防関係 】 
上越地域消防局  

025-545-0119 

 

上越消防署 

025-544-0119 

上越南消防署 

 025-525-1198 

東頸消防署 

025-592-0119 

頸北消防署 

025-536-6119 

頸南消防署 

 0255-86-3119 

 

 

 

 

 

 
【 その他 】  

東北電力 

停電・緊急時の問合せ先 

0120-175-366 

 
ガス水道局 

025-522-5512 

 

ＮＴＴ東日本 

設備不良に関する問合せ先 

0120-444-113 

 

上越ケーブルビジョン 

0120-988-945 

 

ＪＲ東日本 

お問い合わせセンター 

050-2016-1600 

 

えちごトキめき鉄道 

025-543-3160（直江津駅） 

025-546-5520（本社） 

 

北越急行 

025-752-0770（十日町駅） 

 

頸城自動車 

025-543-3178 

くびき野バス 

 025-525-2771 

東頸バス 

 025-599-2312 

頸北観光バス 

 025-536-2219 

頸南バス 

 0255-72-3139 

 

陸上自衛隊高田駐屯地 

025-523-5117 

 

新潟地方気象台 

観測予報窓口 

025-281-5871 

 

 

 

牧区総合事務所 

 代表：025-533-5141 

中郷区総合事務所 

 代表：0255-74-2411 

清里区総合事務所 

 代表：025-528-3111 

9. 道路除雪対策関係機関等の連絡先 
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令和６年度 冬期道路交通確保除雪計画書 

 

令和６年１０月 

作成 新潟県上越市 都市整備部 道路課 雪対策室 

 

〒943-8601 新潟県上越市木田 1丁目 1番 3号 






